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上十条五丁目、十条仲原三・四丁目地区
　上十条五丁目における密集事業の施行期間は、平成 26 年度から 35 年度までのおお
むね 10 年間です。
　平成 26 年度は、以下のような予定です。
　◆主要生活道路 A 路線の現況測量と線形の検討
　◆まちづくり活動支援 ( ブロック部会での意見交換 )
　主要生活道路の線形については、現況測量の結果を踏まえ、沿道の皆様との話し合い
ながら、進めてまいりたいと思います。
　また、地区の環境悪化を防止し、少しでも住みやすいまちをめざして、建替えのルー
ルとなる地区計画についても、話合いたいと思います。

 　　　★★★　　　十条北ブロック部会の活動報告　　　★★★　

　平成 25 年度のブロック部会では、防災まちづくりを進めるため、密集事業の計画を取
りまとめることを中心に話し合いを行ないました。
　26 年度は、密集事業の整備計画がまとまったことを受け、区では道路整備に関係する
方との話し合いの準備を進めます。ブロック部会では、道路整備に加えて、建替えのルー
ルづくりにも目を向けていきたいと思います。
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　　　　　　　　 　    北区の各種支援制度

１．狭あい道路拡幅整備事業 ( 北区まちづくり部建築課細街路係 :03-3908-9194)
　建築基準法に規定する 4m 未満の道路に接する敷地に建築物を建てる場合には、道路後退が必
要となります。後退する部分が一定の要件を満たす場合には、区が後退整備します(要申請)。また、
後退整備において、すみ切りの築造、既存の門塀の撤去に対し、区の要綱の範囲内で助成します。

２．擁壁等安全対策支援事業助成 ( 北区まちづくり部建築課建築防災担当 :03-3908-1240)
　地震、台風及び集中豪雨等の自然災害に備えて、道路等に面する高さ 1.5m 以上のがけ及び既
存の擁壁で防災上危険であると認められるがけ・擁壁等の改修工事を行う方に、改修工事に必要
な経費の一部 ( 限度額 400 万円、工事費用の 3 分の 1）を助成しています。( 詳しくは担当課に
お問い合わせください )

　このほかにも、昭和 56年 5月 31 日以前に建築された木造住宅であれば、木造民間住宅耐震診断
士等派遣事業や木造住宅耐震補強設計事業、環状七号線に面した建物であれば、特定緊急輸送道路
沿道建築物耐震化促進事業をはじめ、地震発生時に迅速な避難が困難な高齢者等の安全を確保する
ための耐震シェルター等設置工事費など、各種の支援策 ( 一定の条件あり ) などをご用意しています。
　詳しくは、建築課建築防災担当までお問い合わせください。

平成 26 年度から、
         　密集事業によるまちづくりが始まります。

　東京都の「地震に関する地域危険度測定調査」で常に危険度が高いといわれてきた十条
北ブロックでも、道路・公園の整備、共同建替えの支援を行なっていく住宅市街地総合整
備事業 ( 通称、密集事業 ) を、平成 26 年度から導入し、地域の安全性の向上を図ること
となりました。
　色々とご不安を抱かれる方もいらっしゃると思いますが、北区では、道路整備等にあたっ
ては周囲の方々との話し合いを行ないながら、それぞれの方々の生活再建策なども検討し、
皆様のご理解とご協力を得られるように努めてまいります。
　なお、具体的な整備地区については、まず、上十条五丁目から進め、その後、北耕地川
や補助７３号線等の諸問題が解決した段階で、十条仲原三・四丁目への拡大を図りたいと
思います。

　北区では、住まいに関する支援策を用意して、少しでも安全で住み良いまちづくりを
支援しております。
　ご相談は、北区十条まちづくり担当課か、以下のそれぞれの支援策の担当課にご連絡
ください。

３．老朽家屋除却支援事業 ( 北区まちづくり部建築課建築防災担当 :03-3908-1240)
　危険な老朽家屋の除却費用の一部を助成することにより、地震等の自然災害による被害や管理
不全な状態による事故等の防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強いまちづくりを推
進します。工事に必要な経費の一部 ( 限度額 80 万円、仮設工事や除却工事費用の 2 分の 1）を
助成しています。( 詳しくは担当課にお問い合わせください )

　　　　　　　　　　　　◎ 25 年度ブロック部会での主な議題

■第７回目・・十条北地区の密集事業について
　　　　　　　 ( 前年度までのおさらい、密集事業の導入に
　　　　　　　　向けた意見交換 )

■第８回目・・十条北地区の地域危険度
　　　　　　　密集事業の整備計画 ( 案 )
　　　　　　　地区計画について 
　　　　　　　　 ( 密集事業の段階的な実施等の意見交換 )
　　
■第９回目・・平成 26 年度からの密集事業について　
　　　　　　　建替えのルールづくり ( 地区計画 ) について　
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　　 十条北地区の住宅市街地総合整備事業の概要
１．道路の整備

　(1) 主要生活道路：A 〜 C 路線 ( 計画幅員６ｍ )

　(2) 主要生活道路 ( 計画幅員６ｍ )
　北耕地川の水路ですが、地区内を東西方向に貫く唯一の路線であり、道
路として整備することは避難経路としても、地区内のネットワークとして
も重要です。
    沿道建物の建替え時期に併せ、有効幅員を確保するとともに、共同建替
えや協調建替え、個別建替えを推進します。

　地区内の南北を貫く 2 本の路線とそれらを繋ぐ東西方向の路線であり、これらを整備
することにより、地区内の消防活動困難区域が大幅に改善されるだけでなく、地区内の
ネットワークとしても重要です。
   既存道路幅員、沿道建物や敷地、及び権利関係等、沿道条件の違いを鑑み、共同建替え、
必要に応じた代替地対応等、必要な措置を講じます。

　(3) 狭あい道路
　幅員４ｍ未満の狭あい道路 ( 建築基準法第 42 条第２項道路 ) は、沿道建
物の建替えに併せて、道路中心線から２ｍの後退部分を整備します。

２．公園・オープンスペース等の整備
　防災ふれあい広場と総称する児童遊園・広場・緑地となる土地を取得する
ことにより、公園等の整備水準とともに、防災性及び居住環境の向上を図り
ます。
   防災ふれあい広場の整備にあたっては、既存公園の利用圏域や消防水利の
利用圏域を勘案し、消防車両が進入可能な土地を精査したうえで、約 100 ㎡
以上（１ヶ所）の土地取得・整備に努めます。
   また、防災ふれあい広場の整備にあたっては、積極的に緑化空間の確保を
図るとともに、既存の緑の保全、道路に面したブロック塀などの生垣化によ
る緑化を推進します。

３．共同化等の建替促進について
　共同建替え、協調建替え、個別建替えを促進する地区とし、区が積極的に建替え等 ( コンサ
ルタントの派遣、建替え支援策の導入 ) を誘導、支援します。
○主要生活道路整備に関わる沿道地区
○未接道敷地など、個別建替えが難しい箇所
○十条仲原三丁目の同潤会住宅等老朽木造住宅、木造共同住宅が連なっている箇所
○北耕地川沿いの地区

　既存の道路状況及び都市計画マスタープランによる主要なネットワーク構成の方針を踏
まえ、災害時における避難広場 ( 避難場所 ) 及びいっとき集合場所への避難経路の確保、
消防活動困難区域の解消に必要な幅員６ｍの主要生活道路を拡幅・整備していくとともに、
幅員４ｍ以上の生活道路の確保を進めていきます。
　また、拡幅整備にあたっては、現道路及び沿道条件などを踏まえ、建替えに併せて、建
物後退により道路用地確保を目指す建替え連動型区間と、既存老朽建築物の買収・除却、
共同建替え誘導、代替地対応等の生活再建策に配慮した道路用地を確保する公共整備型区
間に分け、効率的な道路整備に努めます。

４．地区計画の策定について
　本地区では、環状七号線沿道の沿道地区計画や東京都建築安全条例による新たな防火規制が
施行されていますが、防災性の向上に加え、地区の市街地環境の維持・向上の面から、「地区計画」
を策定します。

十条北地区の整備地区計画図
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